
第１節　施策展開の基本的な考え方
第２章第１節の「１　持続可能な社会に向けた環境・経済・社会的課題の同時解

決」で示したとおり、環境・経済・社会的課題が複雑に絡み合っている状況におい

ては、環境政策についても、特定の施策が複数の異なる課題を解決するよう、分野

横断的に施策を展開し、これらの課題の同時解決を目指すことが重要です。

例えば、再生可能エネルギーの導入促進の取組は、地域エネルギーの地産地消※

による「地域経済の活性化」、健全な物質循環による「持続可能な地域づくり」、環

境への負荷低減による「低炭素な暮らしの実現」など、多面的な効果があり、この

ような多面的な効果を生かすように施策を展開していくことが重要です。

そのため、本計画では、持続可能な社会の構築という観点から

　１　環境と経済の好循環の創出

　２　環境と調和のとれた持続可能で魅力ある地域づくり

　３　健康で心の豊かさを実感できる暮らしの実現

　４　持続可能な社会を築く人・ネットワークづくり

の４つの分野横断的なテーマを設定し、第４章で記載した６つの政策分野の全て

において、このテーマを踏まえて分野横断的に施策を展開することで、環境・経済・

社会的課題の同時解決を目指します。

第２節　分野を横断するテーマ
１　環境と経済の好循環の創出

持続可能な社会の構築は、環境と経済のどちらかを犠牲にしては成り立ちませ

ん。環境と経済を一体的に捉え、これまでの環境への配慮を組み込んだ経済システ

ムを築くといった視点に加え、環境保全を通じて経済に利益をもたらし、また、経

済活動を通じて環境保全に寄与するというような、環境と経済を同時に向上させて

いくことが重要です。

世界が脱炭素社会に向かって大きく舵を切る中、環境技術や環境に配慮した製品

に対する需要が拡大していくことが考えられ、本県には高い技術力・開発力を誇る

企業が集積するなど、優位な資源が数多く存在していることから、環境に配慮した

技術・製品の普及に向けた大きなチャンスとなることが期待できます。

この観点から、環境関連分野の新商品・新技術開発に向けた支援や環境に配慮し

た製品やサービスが選択される仕組みづくりなど、環境ビジネスの振興を図るため

の取組を推進し、グリーンな技術・製品・サービスの普及を目指します。

また、モノの点検・修繕・交換・再使用やシェアリングにより２Ｒの推進に寄与

するビジネスや情報通信技術（ＩＣＴ）等の科学技術を活用した環境ビジネスなど、

環境の保全に寄与する新たなビジネスモデルの普及を目指します。

第３章　施策展開の基本的な考え方
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さらに、地域経済が活性化するためには、地域資源等を持続可能な形で最大限活

用し、その活用によってもたらされる利益を地域内で循環させることが重要です。

そのため、太陽光・風力・水力などの地域エネルギー、バイオマス※資源、豊かな

自然環境や観光資源などを適切に活用する産業や地域が主体となって進める取組

などを支援します。

企業がグリーンな製品・サービスを拡大するためには、こうした製品等に対す

る需要を拡大することが重要であることから、県が率先してグリーン購入※・環境

配慮契約に取り組むとともに、企業や個人などが環境の保全に寄与する製品やサー

ビスを積極的に選択するよう、普及啓発等を進めます。

これらの取組により、環境と経済をともに向上させ、環境と経済の好循環を創出

していきます。

２　環境と調和のとれた持続可能で魅力ある地域づくり
本県は、都市地域、郊外部、工業地域、農山漁村地域などの多様な地域から構成

されていますが、持続可能な地域を構築するためには、それぞれの地域の特性に応

じた、ハード・ソフト両面において環境と調和のとれた地域づくりを目指すことが

重要です。

低炭素で健全な物質・生命の循環を実現し、気候変動による影響にも強く、自然

と共生した環境にやさしい地域づくりは、それぞれの地域の価値や魅力を高め、人

口減少などに起因する社会的な課題の解決につながることも期待されます。

そのため、低炭素な地域づくりにおいては、再生可能エネルギーの導入や省エネ

ルギーの促進を図るとともに、二酸化炭素の吸収源となる森林等の整備・保全を推

進します。また、都市の緑化を推進するとともに、低炭素な集約型都市づくりや交

通流の円滑化を促進します。

適正な物質・生命の循環を実現する地域づくりでは、大気環境や河川・湖沼・海

域などの水環境、土壌環境及び地盤環境を保全し、健全な大気循環・水循環の維持・

回復を目指します。また、事業者に対する適正な処理の指導を徹底するなど廃棄物

の適正処理を推進するとともに、産業廃棄物の不法投棄を根絶するため、監視や取

締りの強化に努めます。

自然と共生した地域づくりでは、生物多様性の保全上重要な役割を果たす自然環

境について保全・再生を図るとともに、生態系等への影響を及ぼす外来生物や野生

鳥獣への対策を強化し、生物多様性を保持します。

気候変動に強い地域づくりでは、例えば、自然災害に対しては、最新の科学的知

見や国の動向も注視しつつ、現在進めているハード対策と、各種ソフト対策を一体

的・計画的に推進します。また、自然環境の影響を大きく受ける農業・畜産では、

高温による生育障害や、家畜の生産性低下等を軽減するための技術の開発・普及に

取り組むなど、気候変動にも対応できる産地づくりを目指します。

これらの取組を地域の特性に応じて進めることにより、環境と調和のとれた持続

可能で魅力ある地域づくりを進めます。
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３　健康で心の豊かさを実感できる暮らしの実現
私たちは、経済を発展させ、物質的・経済的な豊かさを追求してきた結果、多く

の人が便利で快適な生活を送れるようになりました。

一方で、地球温暖化や生物多様性の損失など、環境問題が年々深刻な状況にな

り、環境リスクが高まる中で、私たちの安全・安心で、健康な暮らしが脅かされよ

うとしています。環境問題は、広域化、複雑化しており、広い範囲において直接的

あるいは間接的に健康被害をもたらすことも考えられます。

環境は人の健康を支える基盤であり、私たちが、健康で心の豊かさを実感できる

暮らしを営む上で、健全で豊かな環境の恵みを享受することは欠くことのできない

ものです。

この豊かな環境の恵みを将来にわたって維持するためには、これまでの物質的な

豊かさや時間的な効率を優先する生活を見直して、質の高い生活を求めながらも、

私たちの暮らしを環境に配慮したものに転換していく必要があります。

そのため、県民一人ひとりが資源循環型のライフスタイルへ転換することを目

指し、レジ袋や食べ残しなどの食品ごみ、使い捨て容器の削減など、日常生活でで

きる多様な３Ｒ行動の実践を提案するとともに、低炭素なライフスタイルに向け

て、家庭を対象とした省エネ設備の導入促進や、省エネ性能の高い住宅である長期

優良住宅※の普及啓発を促進していきます。

また、自然環境を保全し、自然と共生するためのライフスタイルに転換していく

ため、県内外の多くの人々が、千葉の豊かな自然に安全かつ快適に親しみ、自然の

理解を深められるよう、自然公園等の快適な利用を促進するとともに、自然体験や

環境保全活動の実践ができる環境学習の場や農林漁業体験など、多くの人が豊かな

自然や農山漁村の魅力に直接ふれ合うことができる機会の提供を推進します。

さらに、アイドリング・ストップ※やエコドライブ等の呼びかけ、家庭でできる

浄化対策の普及など、大気環境・水環境にやさしいライフスタイルに変えていくこ

とを働きかけます。

これらの環境にやさしいライフスタイルづくりを進めることにより、健康で心の

豊かさを実感できる暮らしの実現を目指します。

４　持続可能な社会を築く人・ネットワークづくり
持続可能な社会をつくっていくためには、私たち一人ひとりの環境保全に向けた

自覚と行動が不可欠であり、環境と人との関わりについて正しい理解を持ち、自ら

考え、主体的に行動できる人を育てることが必要です。

そのためには、子どもから大人までのあらゆる世代、家庭、学校、職場、地域など

あらゆる場における環境学習を推進するとともに、地域における環境学習の指導的

役割を担う人材を育成・確保することが重要です。

環境学習は、環境と社会、経済とのつながりについて理解を深めるとともに、課

題を発見し、解決する力や多様な視点を考察することによる多様性を受容する力を

育むことにもつながり、環境を守り育てる人だけではなく、経済、社会的課題の解
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決に資する人づくりに寄与することも期待できます。

また、持続可能な社会をつくっていくためには、環境分野のみならず、あらゆる

分野の取組や産業などにおいて、人材を継続的に育成・確保していくことも必要で

す。

しかし、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎えるとともに、人口の地域的な

偏在が加速し、地方の若年人口、生産年齢人口の減少が進んでおり、地域経済のみ

ならず、環境保全の取組にも影響を与えています。例えば、有害鳥獣の増加に伴い、

農作物等への被害や生態系への悪影響が深刻化していますが、これは、農業の担い

手の減少による耕作放棄地の増加や捕獲の担い手の減少など、複数の要因が関連し

ていると考えられています。

このため、本計画の各分野の施策を展開するに当たっては、持続可能な社会を築

く人づくり、環境学習の担い手をはじめとする環境を保全していくために必要なあ

らゆる分野の人材の育成・確保が、持続可能な社会を実現していく上での基盤とな

るものであるとの認識に立ち、人材の育成・確保を積極的に推進していきます。

また、持続可能な社会に向けた取組は、それぞれが独立して行われるのではな

く、各主体の人材や情報を交流させ、協働して実施することにより、より一層効果

的なものとなることから、各主体間のネットワークづくりを促進します。
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